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公告

　次のとおり企画提案公募（プロポーザル）に付します。

　　令和４年９月22日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　企画提案公募に付する事項

　(1)	業務名

　　　長野県スマートハイランドデータ連携基盤構築業務

　(2)	業務内容

　　　仕様書によります。

　(3)	履行期間

　　　契約締結の日から令和５年３月10日まで

　(4)	履行場所

　　　仕様書によります。

２　企画提案公募に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号）第120条第１項の規定

により入札に参加することができない者でないこと。

　(2	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(3	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

　(4	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）のその他の契約の等級がＡに区分されている者であること。

３　選定方法及び審査基準

　　長野県スマートハイランドデータ連携基盤構築業務公募型プロポーザル方式実施公告（以下「実施公告」という。）によります。

４　参加申込書及び企画提案書の提出場所並びに問い合わせ先

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　長野県企画振興部ＤＸ推進課デジタルインフラ整備室

　　電話　026（235）7071

５　参加申込書の提出期限及び提出方法

　(1)	提出期限　令和４年９月29日（木）午後５時

　(2)	提出方法　持参、郵送又は電子メールによります。

６　説明会の日時及び場所

　(1)	日時　令和４年９月26日（月）午後１時30分

　(2)	場所　オンライン開催

　　　　　　	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVkZTFkZDItYTk3NC00OTgwLThhMzMtZjRjYjRlODk3NDY4%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fd167c8-9f5e-4fde-8448-b50455babf8b%22%2c%22Oid%22%3a%2259d7dbb2-

727c-4e02-aa91-cd5811c0e62c%22%7d

７　企画提案書の提出期限及び提出方法

　(1)	提出期限　令和４年10月７日（金）午後５時

　(2)	提出方法　持参、郵送又は電子メールによります。

８　その他

　　詳細は、実施公告及び仕様書によります。

９　Summary

　(1)	Nature	of	duties:

　　　Subcontract	for	building	a	data	transfer	infrastructure	in	Nagano	Prefecture

　(2)	Contract	duration:

　　　From	contract	date	to	March	10,	2023

　(3)	Application	submission	deadline:	
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公告

　令和４年９月９日、善光寺川中島平土地改良区連合の定款変更を認可しました。

　　令和４年９月22日

	 長野県長野地域振興局長　中　坪　成　海　

公告

　駒ヶ根市駒ヶ根土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和４年９月22日

	 長野県上伊那地域振興局長　竹　村　浩一郎　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　北　村　義　臣　　駒ヶ根市下平3576番地

　　松　﨑　和　司　　駒ヶ根市下平1664番地

　　宮　澤　久　雄　　駒ヶ根市下平1151番地

　　　Date	and	time:	Thursday,	September	29,	2022,	5:00	p.m.	(JST)	

　　　Address:	Nagano	Prefectural	Government

　　　　　　　	Planning	and	Development	Department

　　　　　　　	Digital	Transformation	Promotion	Division

　　　　　　　	Digital	infrastructure	Development	Office

　　　　　　　	692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	380-8570

　　　　　　　	Japan

　　　Submission	method:	Email,	mail	or	in-person

　(4)	Briefing:	

　　　Date	and	time:	Monday,	September	26,	2022,	1:30	p.m.	(JST)	

　　　Location:	Online

					　　　　　	You	can	participate	from	the	following	URL:

　　　　　　　　	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVkZTFkZDItYTk3NC00OTgwLThhMzMtZjRjYjRlODk3NDY4

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fd167c8-9f5e-4fde-8448-b50455babf8b%22%2c%22Oid%22%3a%2259d7d

bb2-727c-4e02-aa91-cd5811c0e62c%22%7d

　(5)	Proposal	submission	deadline:	

　　　Date	and	time:	Friday,	October	7,	2022,	5:00	p.m.	(JST)	

　　　Address:	Nagano	Prefectural	Government

　　　　　　　	Planning	and	Development	Department

　　　　　　　	Digital	Transformation	Promotion	Division

　　　　　　　	Digital	Infrastructure	Development	Office

　　　　　　　	692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	380-8570

　　　　　　　	Japan

　　　Submission	method:	Email,	mail	or	in-person

　(6)	Contact	information:	

　　　Nagano	Prefectural	Government,	Planning	and	Development	Department

　　　Digital	Transformation	Promotion	Division,	Digital	infrastructure	Development		Office

　　　692-2	Habashita,	Minaminagano,	Nagano	City,	Nagano	380-8570

　　　Japan

　　　Tel:	+81-26-235-7071

ＤＸ推進課デジタルインフラ整備室

農地整備課
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農地整備課

　　柏　原　仁　志　　駒ヶ根市下平3175番地１

　　福　澤　一　郎　　駒ヶ根市下平2977番地

　　中　村　政　文　　駒ヶ根市下平2934番地123

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　松　崎　久　文　　駒ヶ根市下平3480番地２

　　中　城　巳佐男　　駒ヶ根市下平1587番地

　　堀　内　　　徹　　駒ヶ根市下平3662番地

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　松　﨑　邦　彦　　駒ヶ根市下平1609番地

　　宮　澤　耕　二　　駒ヶ根市下平1028番地３

　　戸　枝　慶　二　　駒ヶ根市下平3344番地

　　小　松　由喜一　　駒ヶ根市下平3058番地１

　　戸　枝　幸　男　　駒ヶ根市下平3764番地

監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　宮　澤　重　雄　　駒ヶ根市下平1079番地

　　北　原　利　雄　　駒ヶ根市下平3848番地１

　　山　﨑　幸　夫　　駒ヶ根市下平453番地３

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　北　村　義　臣　　駒ヶ根市下平3576番地

　　宮　下　　　修　　駒ヶ根市下平1198番地

　　羽　場　兼太郎　　駒ヶ根市下平2934番地445

公告

　善光寺川中島平土地改良区連合の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和４年９月22日

	 長野県長野地域振興局長　中　坪　成　海　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　寺　澤　　　進　　長野市篠ノ井東福寺552番地

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　酒　井　輝　雄　　長野市篠ノ井杵淵770番地

監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　北　澤　市　郎　　長野市稲里町田牧1375番地

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　　住　　　　所

　　峯　村　景　文　　長野市川中島町御厨1795番地２

農地整備課
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公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和４年９月22日

	 長野県佐久建設事務所長　小　林　敏　昭　

１　許可番号

　　令和４年８月17日　長野県佐久建設事務所指令４佐建第66－11号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　北佐久郡御代田町大字御代田字大林4108－276、4108－277、4108－281

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　南佐久郡南牧村大字海ノ口937－２

　　　髙見澤　孝　子

　　北佐久郡軽井沢町軽井沢東21－23

　　　株式会社ＩＲｅｘ　代表取締役　井　出　仁　志

　　上田市秋和86

　　　株式会社真田自動車学校　代表取締役　尾　和　資　博

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和４年９月22日

	 長野県長野建設事務所長　吉　川　達　也　

１(1)	許可番号

　　　令和４年９月２日　長野県指令２都第34－６号

　(2)	開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　	　須坂市大字井上字長沢1291－１の内、1293－３、1293－４、1297－１、1297－２、1299－１、1299－３、1299－４、1300－１、

1300－２、1301、1302－１、1302－２、1303－１、1303－２、1304－１、1304－２、1304－３、1305－１の内、1305－２、1305－３、

1306、1307、1308－１、1308－４、1308－５、1309－３、1309－４、1310、1310－１の内、1311、1312－３、1312－４、1313－１の内、

1313－３、1313－５、1314－１、1314－４、1316－１、1316－３、1317、1318、1319、1321、1356－１の内、1376－１、1376－２、

1376－３、1376－４、1376－５、1376－６、1376－14 の内、1376－16 の内、1377－１、1377－１先、1377－２、1377－３、1378－１、

1378－２、1379－１、1379－３、1380－１、1380－３、1381－１、1381－３、1382－１、1382－３、1383－１、1383－２、1384－１、

1384－２、1385－１、1385－３、1386－１、1386－３、1387－１、1387－３、1388－１、1388－３、1389－１、1389－３、1390－１、

1390－４、1391－３、1391－４、1392－３、1392－４、1393－４、1393－５、1394－５、1394－６、1395－４、1395－５、1396－４、

1396－５、1397－４、1397－５、1398－５、1398－６、1399－４、1399－５、1400－３、1400－４、1401－１、1401－２、1402－４、

1402－５、1402－６、1403－１、1403－１先、1403－２、1403－３、1404－１、1404－２、1405－１、1405－２、1406－１、1406

－２、1407－１、1407－３、1408－１、1408－３、1408－４、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416－１、1416－２、

1417－１、1418－１、1419－１、1420－１、1420－２、1421－１、1421－３、1421－４、1421－５、1422－１、1422－２、1422－３、

1422－４、1422－５、1423－１、1423－２、1423－３、1424－１、1424－２、1425－１、1425－２、1426－１、1426－２、1427－１、

1427－２、1428－１、1428－２、1429－１、1429－２、1430－１、1430－２、1431－１、1431－２、1432－１、1432－１先、1432

－２、1432－３

　(3)	開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　　須坂市大字幸高246

　　　　オリオン機械株式会社　代表取締役　太　田　哲　郎

２(1)	許可番号

　　　令和４年８月29日　長野県指令２都第34－８号

　(2)	開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　	　須坂市大字福島字内田384－１の内、384－２の内、384－３の内、386－１、386－４、387－１、387－４、388－４、389－４、

390－４、392－４、393－１の内、393－５、394－２、394－５、395－１、395－４、396－１、396－４、397－１、398－１、398

－２、399－１、399－２、400－１、400－２、401、401－１の内、402－１、402－２、403－１、404－１、404－３、405－１、

405－３、405－４、405－５、406－１、406－２、406－３、408－４、409－２、412－２、413－１、413－１先、413－２、414－

１、414－２、415－１、415－２、416－１、416－２、417－１、417－２、418、419－１、419－２、420－１、420－２、420－３、

421－１、421－２、422－１、422－２、423－１、423－２、424－１、424－２、425－１、425－２、426－１、426－２、427－
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１、427－２、428－１、428－２、429－１、429－２、430－１、430－２、431－１、431－２、431－３、431－４、431－５、431

－６、432－１、432－２、432－３、432－４、432－５、433、433－１、433－２、434、434－１、434－２、435－１、435－１先、

435－２、436－１、436－２、437－１、437－２、438－１、438－２、439－１、439－２、440－１、440－２、440－３、441－１、

441－２、442－１、442－２、443－１、443－２、444－１、444－２、445－１、445－２、446－１、446－２、447－１、447－２、

448－１、448－２、449－１、449－２、450－１、450－２、451－１、451－２、452－１、452－２、453－１、453－２、454－１、

454－４、454－５、455－１、455－２、456－１、456－２、457－１、457－２、458－１、458－２、459－１、459－２、460－１、

460－２、461－１、461－２、462－１、462－２、463－１、463－２、464－１、464－２、464－３、465－１、465－２、465－３、

465－４、465－５、465－６、466、466－１、466－２、466－３、466－４、467－１、467－２、467－３、467－３先、467－４、

468、469、470、471、472、472－１、473、474、475、476、477、478、562－４、字東畑495－１の内、513－１の内、553、553－

１の内、554、555、556、557、558、559、560－１、560－２、561、561－１、561－３、561－４、562、562－１、562－２、563

－３、563－４、563－５、563－６、563－７、563－８、563－９、563－10、563－12、563－13、564、564先、564－１、565－１、

565－２、565－３、566－１、566－２、566－３、567－１、567－２、567－３、568－１、568－２、568－３、569－１、569－２、

570－１、570－２、570－３、570－４、570－５、570－６、570－７、571－１、571－２、571－３、572－１、572－２、572－３、

573、573－１の内、654－４、657－３の内、659－３の内、660－２、660－５、665－２、665－４、676－２、676－５、676－８、

677－２、678－２、大字井上字松宮750－１、750－３の内、750－６、751－１、751－３、752－１、752－３、753－２、753－２

先、753－１の内、753－４、754、755、755－１、756－２、756－３、757－１、757－２、758－１、758－２、759－１、759－２

の内、760－１の内、760－２、761－１、762－１、763－１、775－５の内、779－１、779－３の内、780－１、780－１先、780－

４、781、782、782－１の内、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、793－１、794－１、794－３、795、

796、797、798、799、800、800－１の内、801、802、803、804－１、804－３、804－４の内、805－１、805－３の内、811－６の内、

814－１、814－２の内、814－４、815－１、815－１先、815－２、816－１、816－２、817、818、819－１、819－２、820、820

－１の内、821－１、821－２、822－１、822－２、823、824、825－１、825－２、826－１、826－２、827－１、827－２、828、

829、830、831、832、832－１、833－１、833－２、834－１、834－２、835－１、835－３、835－４、836－１、836－３、836－

４、837－１、837－３、838－１の内、838－２、838－３、838－４、839－１、839－２、840－１、840－２、841－１、841－３、

841－４、842－１、842－３、842－４、843－１、843－２、843－３、844－１、844－２、844－３、845－１、845－２、845－３、

845－４、845－５、845－６、846－１、846－２、846－４、847－１、847－３、847－４、848－１、848－３、848－４、849－

１、849－３、849－４、850－１、850－２、850－４の内、850－７の内、850－９、854－１、854－１先、854－３の内、854－７、

855、860－１の内、876、877、877－１、878－１、878－２、878－３、879－１、879－２、880－１、880－２、880－３、881－１、

881－２、882－１、882－２、883－１、883－２、884－１、884－２、885－１、885－２、886－１、886－２、887－１、887－２、

888－１、888－２、889－１、889－２、890－１の内、890－２、890－３、891－１、891－２、892－１、892－２、893－１、893

－２、894－１、894－２、894－３、894－４、895－２、896－２、897－２、898－２、899－２、900－４、901－２の内、902－２、

903、904、905、906、907、908、909、910－１、910－２、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922－１、

922－２、922－３、923、924、925、926－１、字蛇沢847－２、848－２、853－２、字砂田1645－１、1646－１、1646－３、1647

－１、1648－１、1650－１、1650－４、1650－５、1667－１の内

　(3)	開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　　三重県四日市市西浦１－６－４　ステルス４Ｆ

　　　　株式会社長工　代表取締役　田　中　康　雄

都市・まちづくり課



10 令和４年（2022年）９月22日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第341号長　 野　 県　 報

公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、長野県知事から、令和３年度財政援助団体等の監査の結

果に関する報告に基づき、次のとおり措置を講じた旨通知がありました。

　また、監査の結果に関する報告に添えて提出した意見に対する方針について通知がありました。

　　令和４年９月22日

	 長野県監査委員　田　口　敏　子　

	 同　　　　西　沢　利　雄　

	 同　　　　青　木　孝　子　

	 同　　　　佐々木　祥　二　

１　【監査結果（指導事項）に関する報告に基づく処理の内容】

監査対象団体名 監査の結果 処理状況

一般社団法人長野県観光機

構

団体等に対する指導事項

１　理事会の招集（理事会運営規程）

　	　理事会の招集について、理事会運営規程で

開催日の５日前までに通知することを規定し

ていますが、実際には一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律（以下「一般社団等法」

という。）の規定どおり開催日の一週間以上

前に通知していますので、当該規程を改正し

てください。

２　経理規程及び事務処理規程の権限規定

　	　一般社団等法第90条で規定する理事会決議

が必要な事項を、経理規程及び事務処理規程

で理事長の決裁（最終的な意思決定）として

規定している等、一般社団等法の規定と不適

合又は不明瞭です。また、定款と事務処理規

程の権限規定に不整合があるため、各種規程

を改正してください。

３　出納員の任命

　	　経理規程第21条で規定する出納員につい

て、信州首都圏総合活動拠点及び県外観光情

報センターの出納員を任命していないため、

経理規程に従い任命してください。

１	　理事会運営規程の招集通知に係る規定を、

一般社団等法の規定に適合（理事会開催日の

１週間前までに通知）するよう改正し、令和

４年４月１日付けで施行しました。

２	　経理規程及び事務処理規程の理事長の権限

等に係る規定を、一般社団等法及び定款の規

定に適合するよう改正し、令和４年４月１日

付けで施行しました。

３　令和４年４月１日付けで任命しました。

ＴＯＹ　ＢＯＸ 団体等に対する指導事項

１　本部経費の配分

　	　本部経費について、当法人が受託している

各指定管理施設の売上予測による按分率で、

本部経費予定額を各施設に配分しています

が、令和２年度のように売上額及び本部経費

の実績額が予測（予定）額と大きく変動した

場合は、実績額で按分して配分してください。

１	　今後本部経費の各指定管理施設への配分に

つきまして、計画は本部経費の予定額を売上

予測の按分率で行い、精算は売上額及び本部

経費の実績額による按分率で行います。

２　【監査結果（検討事項）に関する報告に基づく措置の内容】

監査対象団体名 監査の結果 措置状況

長野県道路公社 団体等に対する検討事項

１　有料道路無料開放に伴う財産処分

　	　三才山・松本トンネル有料道路が令和２年

度に無料開放された際、県に引き継ぐ道路資

産及び道路の附属物に併せて、凍結防止剤散

布車等貴公社が保有する道路管理に必要な車

両等が、新たな道路管理者である県に無償譲

渡されました。

１	　今後、当公社が管理する道路を無料開放す

る際、当公社が保有する有形固定資産（道路

の附属物を除く。以下同じ。）のうち、当該

路線の道路管理を引き継ぐ県が道路管理上必

要な車両等の資産は、いずれも路線引継時に

は減価償却が終わると見込まれることから、	

引継後の適正な道路管理に資するため従前ど
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　	　また、一部の有形固定資産は、道路管理上

必要にならないとの理由で、廃棄されたもの

もありました。

　	　今後、有料道路の無料開放に伴い貴公社の

保有する有形固定資産（道路の附属物を除

く。）を処分する場合は、有償での譲渡が可

能か検討の上、処分方針を決定してください。

　おり県への無償譲渡を基本とします。

　	　また、県が道路管理上必要としない資産は、

多くが料金徴収に係る特殊な資産等で譲渡先

が限定されるものですが、これら有形固定資

産の処分にあたっては、可能な限り有償での

譲渡を検討することとし、検討の結果、有償

での譲渡が困難な場合は、検討経過を整理し

てまいります。

一般社団法人長野県観光機

構

所管課（観光部山岳高原観光課）に対する検討

事項

１　長野県ＤＭＯ連携事業の実施方法の検討

　	　長野県ＤＭＯ連携事業は、県と一般社団法

人長野県観光機構が協定書を締結して実施し

ており、事業が完了した時は、実績報告書を

県に提出するものと規定しています。

　	　しかし、貴部局が定めた実績報告書の様式

は、経費の報告を「必要に応じて」求めており、

実際に経費の内容が確認できない実績報告書

がありました。負担金を支出する以上、事業

の経費が適正に執行されたことを確認する必

要があると考えられますので、実績報告等事

業の実施方法を検討してください。

１	　令和４年度協定の締結に当たって、実績報

告書に経費内訳書の添付を必須（「必要に応

じて」を削除）としたほか、経費の区分を明

記（その他事務費は具体的な内容を明記）す

る様式としました。

一般財団法人長野県文化振

興事業団

団体等に対する検討事項

１　公益法人会計基準（平成20年改正）の適用

　	　現在、平成16年の公益法人会計基準を適用

していますが、平成20年に新たな会計基準が

定められています。県の全額出資法人であり、

財務状況の透明性等を確保するため、一般に

公正妥当と認められる会計処理の基準である

新たな会計基準の適用を検討してください。

２　財務規程の見直し（会計外現金）

　	　財務規程第89条で会計外現金について規定

していますが、通常の会計処理が可能で現状

では会計外現金として処理されていません。

簿外処理は一般に会計不正のリスクが高いと

考えられるため、財務規程の見直しを検討し

てください。

　

１	　非営利型の一般財団法人及び指定管理者と

して財務の状況を的確に反映できる会計基準

のあり方について検討してまいります。

２	　会計外現金の扱いが今後も想定されないこ

とから財務規程を改正し、当該取扱いについ

て削除しました。

一般社団法人長野県医師会 団体等に対する検討事項

１　補助金交付申請の適正化

　	　地域医療介護総合確保基金事業の在宅医療

運営総合支援事業のうち、当番制による在宅

看取り体制構築事業及び在宅療養患者緊急時

受入体制強化事業について、過去３年間の補

助金交付申請額に対する執行率が著しく低い

ため、実施見込みを適切に把握して適正に交

付申請するよう、事務処理の改善を検討して

ください。

１	　長野県地域医療介護総合確保基金事業の

「在宅医療運営総合支援事業」のうち、執行

率の低い「当番制による在宅看取り体制構築

事業」及び「在宅療養患者緊急時受入体制強

化事業」について、令和４年度は交付申請を

行わないことといたしました。

所管課（健康福祉部医療政策課）に対する検討

事項

１　補助事業の見直し

　	　地域医療介護総合確保基金事業の在宅医療

１	　当番制による在宅看取り体制構築事業及び

在宅療養患者緊急時受入体制強化事業につい
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　	運営総合支援事業のうち、当番制による在宅

看取り体制構築事業及び在宅療養患者緊急時

受入体制強化事業の過去３年間の執行率が著

しく低いため、補助事業の見直しを検討して

ください。

　	　また、所定の会議等の旅費や会場使用料等

の開催経費が補助対象となっている事業の実

績報告書に、会議等の内容や実施状況が確認

できる書類が添付されていないため、会議次

第や議事録を添付させて確認する等の見直し

を検討してください。

　て、事業を廃止しました。

　	　また、実績報告書の添付書類として、会議

次第や議事録の提出を求め事業実施の確認を

行うこととしました。

長野県将来世代応援県民会

議

団体等に対する検討事項

１　歳入歳出予算の決定

　	　長野県将来世代応援県民会議規約による

と、第17条で事業計画及び歳入歳出予算に関

することは総会で審議（決議）すること、第

23条で会計年度は毎年４月１日に始まり翌年

３月31日に終わると規定されています。例年

６月に総会を開催して当該年度の歳入歳出予

算が決議されており、会計年度始期の４月１

日から総会決議までは歳入歳出予算が決定し

ていないにもかかわらず事業が執行されてお

り不適当であるため、規約の改正又は団体運

営を改善するよう検討してください。

１	　従来は、長野県将来世代応援県民会議の歳

入歳出予算に関することは総会で議決すると

規定されていましたが、６月14日の県民会議

総会において、総会開催前であっても理事会

の議決を得て、会計年度始期の４月１日から

予算成立の日まで前年度予算に準じて事業執

行することができるように、次のとおり規約

の一部を改正しました。

	（事業計画及び予算）

第	23条の２　この会議の事業計画及びこれに伴

う歳入歳出予算は、毎事業年度開始前日まで

に会長が作成し、総会の議決を得なければな

らない。

２	　前項の規定にかかわらず、総会開催前の年

度当初の歳入歳出については、理事会の議決

を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準

じ業務を執行することができる。

３　【監査の結果に関する報告に添えて提出した意見に対する方針】

監査対象団体名 監査の結果 意見に対する方針

１　一般社団法人長野県観光機構

２　公益財団法人長野県緑の基金

３　松本空港ターミナルビル株式会社

４　公益社団法人長野県畜産物価格安定基金協会

５　公益財団法人長野県生活衛生営業指導センター

６　公益財団法人長野県下水道公社

団体等に共通する意見

１　内部統制の充実

　	　地方自治体においては、地方自治法の改正に伴

い、令和２年度から内部統制制度が導入されまし

た。

　	　県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の下で

効果的かつ効率的な公共サービスを県と連携しな

がら提供するという公益的役割を担っています。

　	　このため、組織の体制として財務会計処理が担

当者任せになっていないかなど、業務執行状況を

再点検のうえチェック体制を強化するとともに、

内部統制に関する規定やマニュアルの整備、職員

に対する研修会の開催など内部統制の取組を推進

してください。

　	　また、団体運営において重要な職責を担う監事

（監査役）は、事業運営の透明性の向上と財務規

律の一層の強化を図るため、公認会計士等の業務

運営や会計制度などに一定の知見を有する者を外

部から選任するなど、監査体制の強化、充実に努

めてください。

次のとおり
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意見に対する方針

１　一般社団法人長野県観光機構

　	　令和４年４月１日付けで組織再編を行い、コーポレートデザイン部を設置し、これまでの総務経理部より職員を増員し体

制を強化しました。

　	　これにより、財務会計処理のチェック体制をさらに整えるとともに、コンプライアンスや危機管理の観点から、内部統制

に関する各種規程やマニュアル等を再整備のうえ、職員に対する研修会を実施するなどして、内部統制の取組を推進してい

きます。

　	　また、外部の一定の知見を有する者の監事への選任につきましては、現在も監事２名のうち１名は、会員である金融機関

に所属する適任者を選任していますが、今後は外部の公認会計士等の選任についても検討してまいります。

２　公益財団法人長野県緑の基金

　	　当基金の財務会計処理については、内閣府公益認定等委員会が定める公益法人会計基準をはじめ、当基金の定款、会計処

理規程及び事務処理規程に基づき、適正な業務執行に努めています。

　	　引き続き、全ての事務処理は事務局長が決裁するとともに、簡易文書以外は、県職員が兼務する幹事長、幹事等に回議し

ます。また、事業計画や資金計画、高額な収入・支出等の案件は、業務執行理事（副理事長）の専決事項とするなど、チェッ

ク体制の強化を図ります。

　	　監事については、従前から３名のうち１名は公認会計士を選任し、収支決算に対する監査にあたっては、必ず事前に公認

会計士のチェックを受け、財務会計処理上疑義が生じた場合は、その都度公認会計士に相談し、専門的な知見から会計指導

をいただきます。

３　松本空港ターミナルビル株式会社

　	　平成18年４月制定の「内部監査実施要領」に基づき、定期的に内部監査を実施しています。監査役には、会計制度に一定

の知見のある地元経済団体及び地元金融機関の役員を選任し、監査体制の充実に努めています。

　	　また、顧問契約を結んだ公認会計士に、総務及び経理業務についての指導を受けるなど、日頃から適正な業務の執行に努

めています。

４　公益社団法人長野県畜産物価格安定基金協会

　　令和４年３月理事会において、「内部統制に関する基本方針」を決定いたしました。

　	　この方針にもとづき、執行状況の報告体制を整備するほか、リスク事案の把握・管理を徹底し、内部統制の取り組みを推

進します。

　　また、外部の専門的知見を有する者を監査役に選任するなど、監査体制の強化に努めてまいります。

５　公益財団法人長野県生活衛生営業指導センター

　	　長野県生活衛生営業指導センターでは、事務局組織規程、会計処理規程等に基づき事務処理を行い、適正かつ効率的な予

算執行に努めています。

　	　これらの規程について内部統制の観点から再度点検するとともに、県の「内部統制基本方針」を参考に、事務処理の一層

の適正化、コンプライアンスの遵守等に取り組んでまいります。

　	　監査体制については、当センターの２名の監事は、生活衛生同業組合からの推薦に基づいて選任されており、理事及び事

務局職員から職務執行状況について報告を受け、決算書類等を確認し、適正な監査を実施しています。今後とも、監査の充

実を図ることができる人選に努めてまいります。

　　また、会計処理に瑕疵が生じないよう、当指導センター顧問税理士に助言を受けてまいります。

６　公益財団法人長野県下水道公社

　	　当公社では、支出事務等の財務会計処理は、公社会計規程及び同規程で準用する長野県財務規則等に基づき、適正な会計

処理に努めています。

　	　公認会計士と税務、会計に関する年間顧問契約を結び指導、助言を仰げる体制とするとともに、監事には、業務運営や会

計制度に精通した長野市会計管理者、長野県町村会事務局長を選任していますが、監査体制の更なる強化、充実のため、監

査の際には、事前に公認会計士である外部監査人による任意監査を受けています。

　	　引き続き既に作成済みの会計・契約事務に関するマニュアルを用いた職員研修等により内部統制の充実、強化に取り組ん

でまいります。

監査委員事務局
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公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和４年９月22日

	 長野県立総合リハビリテーションセンター所長　清　野　良　文

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　電子カルテシステム等　一式

２　契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県立総合リハビリテーションセンター

　(2)	所在地　長野市大字下駒沢618－１

３　落札者を決定した日

　　令和４年９月５日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　長野営業所

　(2)	所在地　長野市七瀬３番地２

５　落札金額

　　１月当たりの賃借額　5,060,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和４年８月８日

障がい者支援課


